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参考資料 

１ 青森県被災建築物応急危険度判定要綱 

青森県被災建築物応急危険度判定要綱 

 

制定：平成３１年４月２４日 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、地震により多くの建築物が被災した場合において、余震等による建築

物の倒壊、部材の落下等から生ずる二次災害を防止し、住民の安全の確保を図るため、被

災建築物応急危険度判定に関し必要な事項を定めることにより、その的確な実施を確保す

ることを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

一 被災建築物応急危険度判定（以下「判定」という。） 

余震等による被災建築物の倒壊、部材の落下等から生ずる二次災害を防止し、住民の安

全の確保を図るため、建築物の被害の状況を調査し、余震等による二次災害発生の危険の

程度の判定・表示等を行うことをいう。 

二 応急危険度判定士（以下「判定士」という。） 

判定の業務に従事する者として、知事の認定を受けた者及び全国被災建築物応急危険度

判定協議会（以下「全国協議会」という。）が定める被災建築物応急危険度判定要綱（平

成９年１０月２９日制定）第２第２項に規定する応急危険度判定士をいう。 

三 被災建築物応急危険度判定所管課（以下「所管課」という。） 

地方公共団体において判定を所管する課又はそれに相当する部署をいう。 

四 被災建築物応急危険度判定実施本部（以下「実施本部」という。） 

判定を実施するために市町村の所管課に設置される本部であって、市町村災害対策本部

の下に組織されるものをいう。 

五 被災建築物応急危険度判定支援本部（以下「支援本部」という。） 

実施本部による判定を支援するために県土整備部建築住宅課に設置される本部をいう。 

六 被災建築物応急危険度判定コーディネーター（以下「判定コーディネーター」とい

う。） 

実施本部及び判定拠点において、判定の実施のために判定士の指導・支援を行う者をい

う。 

 

（震前対策） 

第３条 市町村は、判定の的確な実施のために、あらかじめ次の事項からなる市町村被災建

築物応急危険度判定要綱（以下「市町村要綱」という。）を定めるものとする。 

一 実施本部の設置 

二 判定実施の要否の判断 



【参考資料】 

 

111 

 

三 判定の実施に関する県との連絡調整等 

四 判定対象区域、対象建築物の決定等の基準 

五 判定士、判定コーディネーター及びその他の判定業務従事者（以下「応急危険度判定

士等」という。）の確保、判定の実施体制等 

六 県に対する支援要請 

七 判定の方法及び判定結果の表示 

八 応急危険度判定士等の判定区域までの移動方法、宿泊場所の設定等 

九 判定資機材の調達、備蓄 

十 その他必要な事項 

２ 県は、市町村が市町村地域防災計画を踏まえて地震の発生前に計画する事項について必

要な助言をすることができる。 

３ 県及び市町村は、協力して、応急危険度判定士等の養成を行うものとする。 

４ 県及び市町村は、協力して、所定の判定資機材を調達し、備蓄を行うものとする。 

 

（判定士の認定等） 

第４条 判定士の認定及びその他必要な事項は、別に定める。 

 

（判定の実施等） 

第５条 市町村は、その区域内において地震により多くの建築物が被災した場合、実施本部

の設置その他必要な措置を講じ、判定を実施するものとする。 

２ 県は、市町村が実施本部を設置した場合は、支援本部を設置し、必要な支援を行うもの

とする。 

３ 一般社団法人青森県建築士会は、地震災害時における応急危険度判定の実施に関する協

定書（平成９年８月５日締結）に基づき、その他の団体は、県からの要請に基づき、判定

士の確保等、判定の実施に当たり必要な協力を行うものとする。 

４ 判定士は、実施本部又は支援本部の要請により、判定を行うものとする。 

 

（支援本部の役割） 

第６条 支援本部は、実施本部を支援するために、次に掲げる事項を行うものとする。 

一 県内の被災状況の把握 

二 国及び他都道府県等との連絡調整 

三 国及び他都道府県等に対する支援要請 

四 判定士及び判定コーディネーターの被災市町村への派遣事務 

五 判定に必要な備品の調達等の後方支援活動 

六 県内市町村間の調整 

七 その他必要な事項 

 

（県と市町村の連絡調整等） 

第７条 市町村は、実施本部の設置を決定した場合及び判定の要否を判断した場合は、速やか

にその旨を支援本部に報告するものとする。 

２ 実施本部は、支援本部に対して、現地の被災状況を随時報告するとともに、必要な支援

の内容、支援開始時期等について協議を行うものとする。 
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（判定対象区域、対象建築物の決定等の基準） 

第８条 市町村は、あらかじめ地震の規模及び被災建築物等を推定し、優先的に判定を行う

べき施設、区域及び判定対象建築物の決定等の基準を定めるものとする。 

 

（応急危険度判定士等の確保、判定の実施体制等） 

第９条 市町村は、あらかじめ応急危険度判定士等の動員計画を作成し、判定の実施を決定

した場合は、必要な応急危険度判定士等の速やかな確保を行うものとする。 

２ 県及び市町村は、地震災害に備え、県は支援本部、市町村は実施本部の体制について、

あらかじめ整備しておくものとする。 

 

（国及び他の都道府県に対する支援要請並びに他の都道府県への支援等） 

第１０条 支援本部は、地震被害が大規模であること等により、国及び他の都道府県の支援

を受け入れる必要があると判断した場合は、国及び他の都道府県に対し、必要な支援を要

請するものとする。 

２ 他の都道府県から派遣された判定士が県内で従事する判定は、この要綱及び市町村要綱

に基づき実施するものとする。 

３ 県は、他の都道府県から判定に関する支援の要請を受けた場合は、支障のない限り必要

な支援を行うものとする。 

 

（判定の方法及び判定結果の表示） 

第１１条 判定の方法及び判定結果の表示は、全国協議会が定める方法及び市町村要綱に基

づき実施するものとする。 

 

（応急危険度判定士等の判定区域までの移動方法等） 

第１２条 応急危険度判定士等の移動方法、宿泊場所の設定その他必要な事項は、市町村要

綱の定めるところによるものとし、市町村要綱に定めのない事項については、実施本部と

支援本部が調整して決定するものとする。 

 

（判定活動における補償） 

第１３条 市町村は、民間の応急危険度判定士等（市町村が県に対して応急危険度判定士等

の支援要請を行い、その結果、派遣される民間の応急危険度判定士等を含む。）を判定活動

に従事させる場合は、応急危険度判定士等が判定活動により死亡又は負傷若しくは傷害の

状態となった場合の補償を実施するために、全国協議会が定める全国被災建築物応急危険

度民間判定士等補償制度運用要領（平成１０年５月１１日制定）に基づく補償制度に加入

するものとする。ただし、市町村が別の補償制度に加入する場合は、この限りでない。 

  なお、当該補償制度の適用を受けるために必要な保険料は、原則として判定活動の実施

市町村が負担するものとする。  

 

（その他必要な事項） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか、被災建築物応急危険度判定に関し必要な事項は別

に定める。 
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 附 則 

 この要綱は、平成３１年４月２４日から施行する。 
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２ 青森県震災建築物応急危険度判定士認定要綱 

平成７年６月１３日制定 

平成２５年 ８月 １９日改正 

平成２６年 ３月 ２６日改正 

平成２７年 ９月 １８日改正 

平成３１年 ４月 ２４日改正 

 

青森県被災建築物応急危険度判定士認定要綱 
 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、地震により被害を受けた建築物による人的被害及び余震等による災害の拡大を未然

に防止するため、応急危険度判定士の認定等に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において「応急危険度判定」とは、地震により被害を受けた建築物の危険性を応急的に

判定することをいう。 

２ この要綱において「応急危険度判定士」とは、知事の認定を受け、応急危険度判定を行う者をいう。 

３ この要綱において「応急危険度判定講習」とは、応急危険度判定の技術の修得を目的とした次の要件

を満たす講習をいう。 

（１）主催者は、次のいずれかであること。 

ア 公益財団法人 建築技術教育普及センター 

イ 一般財団法人 日本建築防災協会 

ウ 公益社団法人 日本建築士会連合会 

エ 一般社団法人 青森県建築士会 

オ 青森県 

（２）受講資格者は、次のいずれかであること。 

ア 建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２条第１項の建築士 

イ その他知事が同等の資格を有すると認めた者 

（３）内容は、次のとおりであること。 

ア 総論 

イ 応急危険度判定技術 

ウ 共通の事項 

エ 建築構造毎の判定技術 

 

（認定等） 

第３条 応急危険度判定士は、県内に住所を有し、又は勤務する者で、応急危険度判定講習を修了した

もの又は他の都道府県知事から応急危険度判定士と同等の認定を受けているものの中から知事が認

定するものとする。 

２ 前項の規定による認定を受けようとする者は、認定申請書（第１号様式）に次に掲げる書類を添付し、

知事に申請するものとする。 

（１）建築士法第５条第２項の免許証の写し 

（２）応急危険度判定講習の修了証の写し（他の都道府県知事から応急危険度判定士と同等の認定を受

けている者にあっては、当該認定を証する書類） 

（３）写真（申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景の縦３cm、横２．５cmのカラー写真を

いう。以下同じ。） 

（４）その他知事が必要と認める書類 

３ 知事は、前項の規定による申請があった場合において、認定を受けようとする者が応急危険度判定士

として適格と認めたときは、認定台帳（第２号様式）に登載し、当該者に青森県被災建築物応急危険度

判定士認定証（第３号様式。以下「認定証」という。）を交付することにより応急危険度判定士として認定

するものとする。 
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４ 知事は、他の都道府県知事から応急危険度判定士と同等の認定を受けている者を応急危険度判定士

として認定した場合は、当該他の都道府県知事に対しその旨を通知するものとする。 

５ 知事は、第２項の規定による申請があった場合において、認定を受けようとする者が応急危険度判定

士として適格でないと認めたときは、第４号様式によりその旨を当該者に通知するものとする。 

６ 知事は、第３項の規定により認定証の交付を行った場合には、応急危険度判定士が居住する市町村

に対し、当該応急危険度判定士の住所、氏名、連絡先等を通知するものとする。 

 

（申請事項の変更） 

第４条 応急危険度判定士は、前条第２項の規定により提出した書類の内容に変更が生じた場合は、変

更届（第５号様式）により知事に届け出なければならない。 

この場合において、氏名に変更が生じたときは、変更届に認定証を添えて、知事の認定証の書換えを受

けなければならない。 

２ 知事は、前項の規定による届出があった場合は、その旨認定台帳を修正するものとする。 

３ 前条第６項の規定は、応急危険度判定士について、前項の規定により認定台帳の修正を行った場合

において準用する。 

 

（認定の更新） 

第５条 第３条第１項の規定による認定は、認定した日から５年を経過した日の属する年度の末日までにそ

の更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 

２ 前項の認定の更新を受けようとする者は、有効期間の満了の３０日前までに更新申請書（第６号様式）

に認定証及び写真を添えて知事に申請するものとする。 

３ 知事は、前項の規定による申請があった場合は、認定台帳に更新した旨を記載するとともに、当該者

に認定証を交付するものとする。 

４ 第３条第６項の規定は、応急危険度判定士について、前項の規定により認定台帳に更新した旨の記載

を行った場合において準用する。 

 

（認定証の再交付） 

第６条 応急危険度判定士は、認定証を紛失し、汚損し、又破損した場合は、再交付申請書（第７号様

式）に写真を添えて、知事に再交付を申請しなければならない。 

２ 知事は、前項の規定による申請があった場合は、当該応急危険度判定士に認定証を再交付するもの

とする。 

３ 前項の規定により認定証の再交付を受けた応急危険度判定士は、紛失した認定証を発見した場合

は、速やかに当該認定証を知事に返納しなければならない。 

４ 第３条第６項の規定は、応急危険度判定士について、第２項の規定により認定証を再交付した場合に

おいて準用する。 

 

（認定の辞退） 

第７条 応急危険度判定士は、認定を辞退しようとする場合は、辞退届（第８号様式）に認定証を添えて知

事に届け出なければならない。 

２ 知事は、前項の規定による届出があった場合は、認定台帳から抹消するものとする。 

３ 第３条第６項の規定は、応急危険度判定士について、前項の規定により認定台帳から抹消した場合に

おいて準用する。 

 

（認定の取消し等） 

第８条 知事は、応急危険度判定士が次の各号の一に該当した場合は、認定を取り消し、又は認定の効

力の停止を行うものとする。 

（１）建築士法第９条の規定に基づく免許の取消しを受けた場合 

（２）建築士法第１０条第１項の規定に基づく懲戒を受けた場合 

２ 知事は、応急危険度判定士が不適格であると認めた場合は、認定を取り消し、又は認定の効力の停止

を行うことができる。 

３ 前２項の規定により認定の取消しを行った場合は、認定台帳から抹消し、その旨当該応急危険度判定
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士に通知し、認定証を返納させるものとする。 

４ 知事は、第１項又は第２項の規定により認定の効力の停止を行った場合は、その旨当該応急危険度判

定士に通知し、認定の効力の停止期間が満了するまでの間、認定証を領置するものとする。 

５ 知事は、応急危険度判定士が他の都道府県知事から応急危険度判定士と同等の認定を受けた旨の

通知があった場合は、認定台帳から抹消するものとする。 

６ 第３条第６項の規定は、応急危険度判定士について、第３項又は前項の規定により認定台帳から抹消

した場合において準用する。 

 

（その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、応急危険度判定士の認定等に関し必要な事項は別に定める。 

 

附則 

この要綱は、平成７年６月１３日から施行し、同年３月２８日から適用する。 

附則 

この要綱は、平成２５年８月１９日から施行する。 

附則 

この要綱は、平成２６年３月２６日から施行する。 

附則 

この要綱は、平成２７年９月１８日から施行する。 

附則 

１ この要綱は、平成３１年４月２４日から施行する。 

２  この要綱の施行の際現に改正前の要綱第３条の規定により交付されている認定証は、

改正後の要綱第３条の規定により交付された認定証とみなす。 
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３ 地震災害時における応急危険度判定の実施に関する協定書 

地震災害時における応急危険度判定の実施に関する協定書 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、青森県地域防災計画に基づき、地震災害時における建築物の応急危険度判定の

実施に関して、青森県（以下「甲」という。）が社団法人青森県建築士会（以下「乙」という。）に協力を求

めるにあたって必要な事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この協定において「応急危険度判定」とは、余震等による被災建築物の倒壊、部材の落下等から

生ずる二次災害を防止し、住民の安全の確保を図るため、建築物の被害の状況を調査し、余震等によ

る二次災害発生の危険の程度の判定及び判定結果の表示等を行うことをいう。 

２ この協定において、「応急危険度判定士」とは、青森県震災建築物応急危険度判定士認定要綱（平成

７年６月１３日制定）第３条第１項の規定により知事が認定した者をいう。 

 

（要請手続） 

第３条 甲は、応急危険度判定の要請に当たっては、期間、地域、人数その他必要と認める事項を文書を

もって乙に連絡するものとする。ただし、緊急の場合は電話等によることができる。 

２ 甲は、前項ただし書きにより連絡した場合においては、その後速やかに同項の文書を乙に提出しなけ

ればならない。 

 

（協力） 

第４条 乙は、前条の要請があったときは、乙の会員である応急危険度判定士のボランティアによる応急

危険度判定の実施について、可能な限り甲に協力するものとする。 

 

（連絡窓口） 

第５条 この協定の業務に関する連絡窓口は、甲においては青森県土木部建築住宅課、乙においては社

団法人青森県建築士会事務局とする。 

 

（認定名簿） 

第６条 甲は、応急危険度判定士の認定名簿を作成し、乙に通知するものとする。 

 

（協議） 

第７条 この協定に定めるもののほか必要な事項については、その都度甲乙協議して定めるものとする。 

 

（適用） 

第８条 この協定は平成９年８月５日から適用する。 

   

この協定の成立を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その１通を保有する。 

 

平成９年８月５日 

 

                        青森市長島一丁目１番１号 

                      甲 青森県知事 木 村 守 男 

 

                        青森市安方二丁目９番１３号 

                      乙 社団法人青森県建築士会 

                        会   長 内 海 重 一 
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４ 被災建築物応急危険度判定要綱（全国協議会） 
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５ 全国被災建築物応急危険度民間判定士等補償制度運用要領 
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６ 全国被災建築物応急危険度民間判定士等補償制度事務マニュアル 
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７ 被災建築物応急危険度判定活動に係る経費負担のガイドライン 
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８ 北海道・東北被災建築物応急危険度判定協議会規約 
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